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第6回 口医療口介護WT(ワーキング・チーム)次第

2011年 11月 17日 (木)11:00～
衆議院議員会館地下2階 B会議室

医療口介護W丁座長 柚木 道義

(進行)医療・介護W丁事務局長 梅村 聡

【議 題】

(1)診療介護報酬同時改定について総合討論

(2)社会保障と税の一体改革との関連について総合討論
(3)論点整理

【出席者】

木下 賢志 保険局総務課長

漬谷 浩樹 保険局国民健康保険課長

横幕 章人 保険局高齢者医療課長

福本 浩樹 老健局総務課長

度山 徹 老健局介護保険計画課長

宇都宮 啓 老健局老人保健課長
高橋 和久 大臣官房総務課企画官

以上

※ 次回は、11月 22日 (火)8時～衆議院第二議員会館 地下2

階・民主党C会議室にて開催いたします。



医療・介護制度改革

平成23年 11月 17日

厚生労働省



本国ご議論いただきたい事項

I 市町村国保の財政基盤の強化・財政運営の
都道府県単位化

Ⅱ 高齢者医療制度

Ⅲ 医療提供体制の見直し

Ⅳ 介護制度改革

Vそ の他



I 市町村国保の財政基盤の強化・財政運営の
都道府県単位化



(1)市町村国保の現状



市町村国保の抱える構造的な問題

①年齢構成が高く、医療費水準が高い
。65～ 74歳の割合 :国保(31.4%)、 健保組合(26%)
・一人あたり医療費 :国保(290万円)、 健保組合 (¬ 33万円)

・加入者一人当たり平均所得 :国保(91万円)、 健保組合(195万円(推計))

・無所得世帯割合:228%

・加入者一人当たり保険料/加入者一人当たり所得
市町村国保 (91%)、 健保組合(4.6%)
※健保は本人負担分のみの推計値

・収納率 :平成11年度 91 4%→
・最高収納率 :94¬ フ%(島根県)

・一人あたり医療費の都道府県内格差
・一人あたり所得の都道府県内格差
・一人当たり保険料の都道府県内格差

平成21年度 880%
。最低収納率:8393%(東京都)

い ′

最大:27倍 (東京都)最 小:1 2倍 (滋賀県)

最大 :6.5倍 (秋田県)最 小:1 3倍 (富山県)

最大:28倍 (東京都)最 小 :1 3倍 (富山県)

・市町村による法定外繰入額 :約 3′ 600億円 うち決算補填等の目的 :約 3′ 100億円
。繰上充用額 :約 1′ 800億円
※繰上充用.¨―会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足するときは翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てること。

・1723保険者中3000人未満の小規模保険者 417(全体の1/4)



各保険者の比較

市町村国保 協会けんぼ 組合健保 共済組合
後期高齢者

医療制度
保険者数

(平成22年3月 末 )

1,723 1 1,473 う
０

０
０ 47

加入者数

(平成22年3月 末 )

3,566万 人

(2,033万世帯 )

3,483万 人

被保険者1,952万人

被扶養者1,531万 人

2,995万 人

被保険者1,572万 人

被扶養者1,423万 人

912万 人

被保険者447万人

被扶養者465万人

1,389万 人

加入者平均年齢
(平成21年度)

49 5歳 36 2歳 339歳 33 4歳 81 9歳

65～ 74歳の割合
31 4%

(平成21年度 )

4 8%
(平成21年度速報値 )

2 6%
(平成21年度速報値 )

2 6%
(医療費の動向 )

3 2%
(H21年報 )

加入者一人当たり医療
費 (平成21年度)(※ 1)

29 0万 円 15 2万 円 13 3万 円 司3 5万 円 88 2万 円

加入者一人当た り

平均所得 (※ 2)

(平成21年度 )

91万 円

一世帯あたり

158万円

139万 円

―世帯あたり (※ 3)

245万 円

195万 円
―世帯当たり (※ 3)

370万 円

236万 円

―世帯当た り (※ 3)

479万 円

80万円

(平成22年度 )

加入者一人当た り

平均保険料
(平成21年度)〈※4)

く事業主負担込〉

8 3万 円

―世帯あた り

14 7万 円

8 6万 円 く17.1万 円〉

被保険者一人あたり

152万円 〈303万 円〉

9 0万 円 く200万円〉

被保険者―人あたり

169万円 く376万円〉

11 0万 円く220万円〉

被保険者一人あたり

22 4フ5F] く44 8フ5F]〉

6 3万 円

保険料負担率 保 0 9  1% 6 2% 4 6% 4 7% 7 9%
公費負担

(定率分のみ)
給付費等の 50% 給付費等の 16 4%

(※ 6)

財政窮迫組合に対する
定額補助

な し
給付費等の約50%

公費負担額 (※ 7)

(平成23年度予算へ・―ス)

3兆 4,411億円 1兆 1,108億円 18億円
5兆 8,006億 円

※

※

加入者一人当たり医療費について、協会けんぽ及び組合健保については速報値である。また共済組合は審査支払機関における審査分の医療費 (療養費等を含まない)である。
総所得金額等 (収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの)を指す。
市町村園保及び後期高齢者医療制度においては、「総所得金額及び山林所得金額」に「雑所得の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」をくわえたもの。市町村国保は「国民健康保険実態調査」、後
期は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査Jによる。
協会けんば、組合健保、共済組合については「加入者一人あたり保険料の賦課対象となる額」(標準報酬総額を加入者数で割ったもの)から給与所得控除に相当する額を除いた参考値である。
被保険者一人あたりの金額を表す。
加入者一人当たり保険料額は、市町村国保 後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介饉分は含まない。
保険料負担率は、加入者一人当たり平均保険料を加入者一人当たり平均所得で除した額。
平成22年度予算における22年 6月 までの協会けんぼの国庫補助率は、後期高齢者支援金に係る分を除き、130%。
介護納付金、特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。
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国保財政の現状

医療給付費等総額:約 107,600億円 (23年度 予算ベース)

公費負担額

国 計 : 33.800億 円

都道府県計 :9,000億円

市町村計 :  1,200億円

※
線
細

平成22年度から平成25年度までの暫定措置
それぞれ給付費等の9%、 340/6、 7%の書J合を基本とするが、地方単独措置に係る波及増分のカットがあること等から、実際の割合はこれと異なる。
決算補填等の目的の額

※市町村への地方財政措置 :1,000億円 法定外一般会計繰入
約3.100億円※3

(21年度決算速報値) 調整交付金

(9%)※2

7,300億円

定率国庫負担

(34%)※ 2

25,300億円

都道府県調整交付金

5,200億円 (7%)

|
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調整交付金 (国 )

0高 額な医療費(1件 80万円以上)の発
生による国保財政の急激な影響の緩和
を図るため、各市町村国保からの拠出
金を財源として、都道府県単位で費用
負担を調整し国及び都道府県は市町村
の拠出金に対して1/4ずつ負担。

O事 業規模 :2,780億円

○普通調整交付金(7%)
市町村間の財政力の不均衡
等 (医療費、所得水準)を調整
するために交付。

O特別調整交付金 (2%)
画―的な測定方法によって、
措置できない特別の事情 (災

害等)を考慮して交付。

財政安定化支援事業

保険料

(約31,900億円)

保険財政共同
安定化事業

※保険財政共同安定化事業

○市町村国保間の保険料の平準化、財
政の安定化を図るため、平成18年 10月

から1件30万円超の医療費について、
各市町村国保からの拠出金を財源とし
て、都道府県単位で費用負担を調整。

○国保・被用者保険の65歳か
ら74歳の前期高齢者の偏在
による保険者間の負担の不
均衡を、各保険者のカロ入者数
に応じて調整。

※ 【保険者支援分】低所得者数に応じ、
保険料額の一定割合を公費で補填。
事業規模 :950億円

(市町村 1/4、 都道府県 1/4、 国 1/2)

【保険料軽減分】低所得者の保険料
軽減分を公費で補填。
事業規模 :3,820億 円
(市町村 1/4、 都道府県 3/4)

一



市町村国保の収支状況

(出所)国 民健康保険事業年報 (保険局調査課〉、国民健康保険事業実施状況報告書 (保険局国民健康保険課)

(注 1)前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び老人保健拠出金は、当年度概算額と前々年度精算額を加えたもの。
(注 2)「 決算補填等のための一般会計繰入金」とは、収入の「一般会計繰入金 (法定外)」 のうち決算補填等を目的とした額。
(注3)翌年度に精算される国庫負担等の額を調整。
(注 4)【東京都の財政調整交付金含む】は、一般会計繰入金 (法定外)の特別区財政調整分を決算補填等の項目別に算出した場合の表。
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科 目 平成19年度 平成20年度 平成21年度

平成21年度

【東京都の財政調整交
付金含む】

単
年
度
収
入
（経
常
収
入
）

保 険 料 (碗 ) 37.726 30,621 30,495
国 庫 支 出 金 33,240 30,94〔 32.2 32,280

療養給付費交付金 26,584 8,81( 5,8 5,859

前期高齢者交付金 24.36[ 26,6 26,690

都道府県支出金 8745 7.98[ 8,2 8,269
一般会計繰入金 (法定分) 4,422 3,99〔 4,0 4.046
一般会計繰入金 (法定外) 3,804 3,671 3.6 3601
共同事業交付金 12,890 13,85毬 14,2 14.247

直診勘定繰入金 6 2 1

そ の 他 380 339 507

合  計 127797 124.589 125,99〔 125993

単
年
度
支
出
（経
常
支
出
）

総 務 費 2.269 2,002 1,93( 1,939

保 険 給 付 費 83,253 83,382 85,55〔 85,550

後期高齢者支援金 14.25G 15,77〔 15,776

前期高齢者納付金 4[ 45
老人保健拠出金 22.404

6,795

3,331 77〔 778

介 護 納 付 金 6,114 5,90C 5,9∞

保 健 事 業 費 406 840 89ワ 897

共同事業拠出金 12.874 13.343 14,23 14,231

直診勘定繰出金 35 42 貫
υ 50

そ の 他 1.050 ａ
ｇ

０
０ 76C 760

合  計 129.08フ 12449( 12592う 125.92フ

単年度収支差引額 (経常収支 ) Al.290 9〔 6〔

国庫支出金精算額 ｎ
‘

Ｏ
ι 10〔 ▲ 162 ▲ 162

精算後単年度収支差引額 (A) ▲ 1064 20乏 A9〔 ▲ 96

決算補填等のための一般会計繰入金 (B) 2.55G 258[ 2,532 3.144

実質的な単年度収支差 (A)― (B) A3.62C A238〔 ▲2628 A3240



法定外一般会計繰入れ (決算補填目的等)及び前年度繰上充用に関する保険者の状況

対象保険者数 953保険者 770保険者 1723保険者

一人あたり保険料調定額 8.4万円 8.0万 円 8.3万円

一人あたり1日ただし書所得 73.5万 円 58.2万 円 70.4フ5R

保険料調定額
/旧ただし書き所得
(保険料負担率 )

11.4% 13.70/0 11.80/o

(注 1)平成21年度 国民健康保険事業年報、国民健康保険実態調査を基に作成。
(注2)介護に係る保険料は含んでいない。
(注3)「 :日 ただし書き所得」は、総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額から基礎控除を除いた金額。



1人当たリー般会計繰入金 (法定外)の都道府県別繰入状況
0-人 当たり繰入金が1万円を超えるのは、埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪、沖縄。そのうち埼玉、東京、神奈川、愛知は保険料負担率が低
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(出所)「国民健康保険事業年報J、「国民健康保険事業実施状況報告」
(注 1)一般会計繰入額 (法定外)は 、定率負担等の法定繰入れ分を除いたものである。
(注2)一人あたり負担率は、一人当たり保険料 (税 )調定額を一人当たりl日ただし書所得で除したものである。
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0高額医療費共同事業

高額な医療費の発生による国保財政の急激な影響の緩和を図るため、市町村国保からの拠出金を財源とし
て、市町村が負担を共有。その際、 拠出金に対し、都道府県及び国が財政支援。

高額医療費共同事業・保険財政共同安定化事業の概要

0保険財政共同安定化事業

都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一件30万円を超える医療費に
ついて、市町村国保の拠出により負担を共有する共同事業を実施。

事業規模 約1兆 1,000億円 (平成20年度 )

(全額 :市町村国保の拠出金 )

事業規模 約2,600億 円(平成22年度予算ベース)

(国 1/4、 都道府県1/4、 市町村国保の拠出金1/2)

次の(1):(2)=50:50で 拠出
(1)該 当する高額医療費の実績(3年平均)に応じて拠出

→ 医療費の急激な変動を緩和
(2)被保険者数に応じて拠出

→ 保険料を平準化

都道府県単位の共同事業
(事業主体 :各都道府県の国民健康保険団体連合会 )

1人 1か月80万円超の医療費
に関する共同事業※1

1人 1か月30万円超の医療費
に関する共同事業※2

実際に発生した
医療費に応じて交付

拠出金

交付金

拠出金

:

1保険財政共同安定化事業について、超菫壼墨ガ広域化害支援方針に定めることによりヽ
:①30万円以下の額から行うこと、②被保険者数に応じて拠出する割合を50%以上にすること、
[‥Ω童聾躍室重2塞鎮や被保険者数に応じた拠出だけでなく、所得に応じた拠出を行うことが可能に。

※1医療費のうち80万円を超える額を対象としている
※230万円を超えるレセプトのうち、8万円(自 己負担相当分)を控除した額を対象としている

・
…

― ―
…
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広域化等支援方針の策定状況

平成22年の国保法改正により、市町村国保の事業運営の都道府県単位化の環境整備を進め
るため、都道府県が「広域化等支援方針」を策定することが可能に。

◎ 平成23年 9月 30日現在の広域化等支援方針策定都道府県  46都道府県

1.保険者事務の共同実施 (14)
青森県・山形県・栃木県・富山県・石川県・福井県・

岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・

島根県・高知県

2.医療費適正化の共同実施 (24)
青森県・山形県・福島県・茨城県・富山県・石川県・

福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・

兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・山口県・

徳島県・愛媛県・高知県・佐賀県・大分県・宮崎県

3.収納対策の共同実施 (17)
北海道・青森県・宮城県・山形県・茨城県・石川県・

福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・

兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・宮崎県

4.保健事業の共同実施 (15)
青森県・山形県・福島県・茨城県・石川県・福井県・

岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・

和歌山県・山口県・福岡県

5保険財政共同安定化事業 (対象医療費の拡大)(3)
埼玉県・滋賀県・佐賀県

※ 未策定の都道府県 新潟県

保険財政共同安定化事業 (拠出方法の変更)(7)
青森県・埼玉県・福井県・滋賀県・京都府。大阪府・

佐賀県

都道府県調整交付金 (21)
北海道・青森県・宮城県・秋田県・山形県・埼玉県
富山県・福井県・山梨県・岐阜県・二重県・滋賀県・

京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・島根県・

愛媛県・佐賀県・沖縄県

広域化等支援基金 (14)
北海道・青森県・埼玉県・千葉県・福井県・岐阜県・
二重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・

愛媛県・佐賀県

9.保険者規模別収納率目標 (46)
策定した46都道府県

10.赤字解消の目裸年次 (2)
兵庫県・愛媛県

11.標準的な保険料算定方式 (3)

福島県・埼玉県・佐賀県

12.標準的な応益割合 (6)

青森県・秋田県・福島県・埼玉県・京都府・香川県

6.

フ.

8.
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保険財政共同安定化事業の見直しの状況

対象医療費 拠出割合 実施時期 県調整交付金による対応 見直し規定

青森県 変更なし 実績割   40%
被保険者割 55%
所得割   5%

23年度 拠出超過額が一定率以上になら
ないよう交付金で調整

対象医療費の拡大と

実績割の減少の方向
で見直しを検討

埼玉県

饉 fリ 実績割   40%
被保険者割 30%■
所得割   30%

24年度 拠出超過の負担軽減措置として
補填

福井県 変更なし 実績割   45%
被保険者割 45%
所得割   lo%

24年度 拠出超過保険者に対して負担軽
減措置

滋賀県

で
調下

り
実績割   50%
被保険者割 30%
所得割   20%

23年度 激変緩和策として必要な対応

京都府 変更なし 実績割   40%
被保険者割 40%
所得割   20%

23年度 府調整交付金と新たな無利子貸
付金制度により、24年度までの
激変緩和措置

:i[[:難言[‖仄WE:

対象医療費の引き下
げ、所得割の増加の
方向で引き続き検討

大阪府 変更なし 実績割   25%
被保険者割 50%
所得割   25%

23年度 府調整交付金を活用して
激変緩和措置

必要に応じて見直し

佐賀県

"万
円超に引下げ ｀

ゝ  ノ
実績割   50%
被保険者割 25%
所得割   25%

23年度 拠出額超過分が一定以上の市町
に対して支援



(2)社会保障と税の一体改革と市町村国保の

財政基盤強化と都道府県単位化



巨轟覇戸幕覇面葛藤瓢
=面

嘉扇面頭面而 轟i:こ
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0社 会保障改革の具体策、工程及び費用試算(抜粋)

115年))         B      重点化・効率化 (金額は公費 (2015年))

叶護保険制度のセーフティネッ ト機能の強化・給付の重点化、逆遺性対策        |
,

:盤の安定化・強化・ 広域化     (=完 全実施の場合 ▲ 1′600億円)         :
適用拡大

`・

財政基盤の強化                                    )
200億円程度))                                 :

筆

垂り即墜本蜘 興

i」

ヨ』受せ体F2坦婆によっ (2奎動_____‐ ―――――――――――‐――――――――――――――――――――――――-1

ざ 署鵞
・
ポ 汎 齋趙 難織

|

受診の適正化も検討)。 例えば、初診 。再診時100円の場   |
合、▲1′300億円)ただし、低所得者に配慮。        1

〕容は,機能強化と重点化の規模により変動                      |

期 鑢 入が調

  予 羹 :∫
「 ξ事翠 螢     肇

|

‖

・ 国保組合の国庫補助の見直し               |
高齢者医療制度の見直し (高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢世代 。若年世代にとって公平で納
得のいく負担の仕組み、支援金の総報酬害J導入、自己負担割合の見直しなど)

■
●



「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議」の開催について

1.趣旨

社会保障 口税一体改革の検討に当たつては、特に、国民健康保険制度のあり方については、地方団体の意見
を十分に伺いながら検討を進めることが必要で1あ ることから、国民健康保険の構造的な問題の分析と基盤強化
策等について検討するため、厚生労働省と地方の協議を開催することとし、これまで 5回 にわたって事務 レベ

ルのワーキング・グループを開催 してきたところである。

本年 6月 30日 に取 りまとめられた「社会保障・税一体改革成案」においては、医療保険制度改革について、
「税制抜本改革の実施と併せ、2012年以降速やかに法案を提出」 し、順次実施することとされており、改革案
の具体化に向けて:これまでの事務 レベル協議を踏まえた検討を行うための政務 レベルの協議を開催する。

2. メンパー

【厚生労働省】辻泰弘厚生労働副大臣、藤田―枝厚生労働大臣政務官

【地方代表】 福田富―知事 (栃木県)、 岡崎誠也市長 (高知市)、 齋藤正寧町長 (秋田県井川町 )

3.協議事項

0市町村国保の構造的問題への対応

・低所得者対策等のあり方  ・事業運営 口財政運営の広域化  0財政支援のあり方    等

Oその他

4.開催経過

0政 務レベル協議

第1回 10月 24日

0事 務レベル ワーキング・グループ(WG)
第1回 2月 25日 、 第2回 6月 6日 、 第3回 7月 14日  第4回 7月 27日  第5回 9月 30日  第6回 11月 17日

(事務レベルWGのメンパー)

全国知事会 栃木県、愛知県、鳥取県
全国市長会 福島市、高知市
全国町村会 井川町(秋田県)、 聖籠町(新潟県)

厚生労働省 保険局総務課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、調査課長
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主な論点 (案 )

1.財政基盤強化策について

O低 所得者が多く保険料負担が重い、市町村間で所得の格差がある等の構造問題について、どのように
対処するか。公費拡充や公費による効果的な支援方法について、どのように考えるか。

O社 会保障・税一体改革成案において、市町村国保に関し、「低所得者保険料軽減の拡充等 (～ 2200億
円程度 )」 とされていることについて、どのように考えるか。

O現 在、3100億円の決算補填目的等のための一般会計繰入れ及び1800億 円の前年度繰上げ充用があ
るが、これをどのように評価するか。また、社会保障と税一体改革との関係をどのように考えるか。

(検討事項例)・ 低所得者に対する保険料の軽減のあり方
・ 低所得者が多い保険者への支援のあり方
・ 財政調整機能の強化          等

2.財政運営の都道府県単位化について

0財 政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在や、市町村間で保険料や医療費の格差が
ある等の構造問題について、どのように対処するか。

O社 会保障・税一体改革成案において、「市町村国保の財政運営の都道府県単位化」とされていることに
ついて、どのように考えるか。

O財 政運営の都道府県単位化を進める上で、国、都道府県、市町村の役割分担をどのように考えるか。

(検討事項例)・ 財政運営の都道府県単位化の具体的なあり方
・ 財政運営の都道府県単位化の円滑な実施方法  等



国民健康保険制度の構造的な問題の抜本的な解決に向けた検討を求める

全国知事会は、「国民健康保険制度の基盤強化に関
礎兵目ぢ箋頸窪鷺蒲硼 暑デ

たつて 高ヽ齢者医療制度改革会議の「最終とりまとめ」の法制化とは切
り難し、国保の基盤強化について議論するという趣旨
ところが、「社会保障・税一体改革成案J(以下「成案」という。)を受け、事務レベル協議では、市町村国保が5′400億円の法定外繰入と繰上充用を行うなど厳しい

財政運営を余儀なくされている状況に対し、国保の基盤強化策を「低所得者対策2′200億 円」に限定し、また、「財政運営の都道府県単位化」が協議項目に追加さ

警鷲 ご霙零   驚 躙 雲    :ま
は問題であ吹 鄭 こ持続可能な制度とする鋼 Jよ 将来推計を明昴 上 した上

国保制度の構造的な問題に対する抜本的な解決が図られ、持続可能な制度が構築されるならば、都道府県としても積極的に責任を担う覚悟ではあるが、これま
での協議を踏まえると、持続可能な制度の構築に向けた具体的なイメージが全く見えない。

そのため、今後、政務協議を進めるに当たり、以下のことを申し入れる。

1国民健康保険制度の構造的な問題の解決に向けて

(1)まずは真に財政基盤の強化を図るための議論をすべき

ぜ精訂墓藷       
軽減の拡充等による財政基盤強化策と併せ、財政運営の都道府県単位化が示されているが、まずは真に財政基盤の強化を図る

(2)国 は財政責任を果たすとともに安定的な財源を確保すべき
国保の構造的な問題の解決に向け、一層の国費投入など、国はどのように財政責任を果たしていくのか明確にすべきであるL

1峯藩蓬婁釜暴野
療費や保険給付費の増嵩に対応した安定的で持続可能な制度とするため、国・地方を通じた恒久財源をどのように確保していくのかを明らか

(3)早急に医療費、保険料、公費負担等の将来推計を示すべき

継 ザ留鰍型辱鋭磨
『

改革に当たつては、対象となる者、各保険者、公費負担等多方面に大きな影響を及ぼすものであることから、将来にわたり持続可能な

助鳥編鉾喘ヒ雰怪な建瑾境
早ヽ急に医療費、保険料、公費負担等の将来推計を示すべきであり、特1ミ 低所得者対策と

ま秘倦好讐罫
円の公費投入により、

卜繰入と繰上充用がどの程度減少するのか等、成案に示された改革案が国保
`

早与するのか検証できるよ
う、データにより示すべきである。

(4)財政運営の都道府県単位化の具体策を示すべき

財政運営の都道府県単位化については、これまでの協議において十分議論されず、具体的な制度や仕組みも明らかにされていない。
財政運営の都道府県単位化については、まずは国の責任において、法定外繰入の解消や保険料の適切な水準

91襲扉蒙則鍵晃晃?撃層重罪聰
学棄喜雫食がFで

あり、その上で、種々の都道府県単位化の具体的な制度設計及びそれがもたらすメリヽ

2後期高齢者医療制度について

成案では高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえた高齢者医療制度の見直しについても掲げられているが、同会議の「最終とりまとめJでは、75歳
以上を国保と被用者保険に戻し、年齢による区分という問題を解消するとしている一方で、区分経理は残すなど、実態は看板の掛け替えに過ぎない。さらに、加
入する制度により保険料の違いが出ることから新たな不公平が発生し、システム整備にも多額の費用を要するなど、様々な問題を抱えている。

蔑史幕客子奢怠曇撮8盟           婆亀爵      ら栗職   『
半を経過し定着していることから、拙
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平成23年 10月 24日

全国市長会国民健康保険対策特別委員長
高知市長  岡 崎 誠 也

事FЮしてF翌な選写場ご溜       彎昌f緩溌饉]臨]譴獣電9鷹群鼎嗣讐費毒廻釧幌聾
記

0市 町村国保L危機的状況

行
激な人口減少や■齢者比率の増加に伴う医療費の増嵩に加え、近年の経済不況に伴う失業者の急増などにより、国保の財政は危機的状況にありま

この状況を放置すれば、国民皆保険制度の最後の砦である国保は崩壊し、我が国の医療保険制度は維持できなくなります。

が梨鳴ザ殿為篭
わたり持続可能な制度とするためには、国の責任を明確にしたうえで、財政基盤の拡充・強化を図るとともに、都道府県を主体とする広域化

O国 保を将来にわたり持続可能な制度とするために

【財政基盤の拡充・強化】

国保は、年齢構成が高く医療費水準が高い、無職者・失業者・非正規労働者等の低所得者が多く所得水準が低い、他の被用者保険に比べ保険料負担が
重いなどといった構造的な問題を抱えています。
このため市町村は、一般会計からの多額の法定外繰入れを余儀なくされ、保険財政は恒常的に厳しい状況となつています。
国保を将来にわたり持続可能な制度とするためには、国が更なる財政基盤の拡充・強化を図り、実効ある措置を講じることが喫緊の課題です。
特に、現行の国保財政基盤強化策の恒久化及び低所得者対策の強化や低所得者の多い保険者への支援は不可欠です。
また、医療費の増加に伴い被保険者の保険料負担が限界に達している保険者も多いことを踏まえると、公費負担割合を50%以上にする必要があると考・

えます。

【国保の広域化は不可欠】

J断証さ:犠絶羅翠裡替聴犠憲皇:翁野β題翻風議麟保蜘度の林化に向け、晰鯉船の引上げな場政基難難

と雲賃針
の都道府県単位の広域化 |す、国保が抱ネる構造的な問題の一つである保険料格差を解消し、負担の公平性を確保するためにも不可欠である

O安 心して医療を受けられる医療保険制度の構築を

』 馨響唇潔藝晴七萌雪察離
1裂

翼夏鑓墓辱
療制度

?健
全な運営も重要な課題です。平成24年度の保険料改定に当たつては、大幅に保険料を引き上げ

′珊 l毅距I認
暴礎癬翻翻懸菖留:職■番野聾鯖麟服なJこ‐ヽて、将来的にわたっての財源確保も含
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国民健康保険制度等に関する重点提言

国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全な運営を図るため、国は、特に次の事項について積極的な措置を講じられたい。

1.医療制度改革について

(1)医療制度改革を実施するに当たっては、すべての国民を対象とする医療保険制度の一本化に向けて、国の責任を明確にしたうえで、都道府県

を保険者とし、市町村との適切な役割分担のもと、国保制度の再編・統合等を行うこと。

また、その再編口統合の時期については、早期かつ確実に実現するため、当該施行時期を明確に示すこと。

(2)後期高齢者医療制度の廃上に伴い、市町村の負担増は決して招かないよう、国の責任において万全の対策を講じること。

(3)新制度発足に伴つて発生・波及するシステム経費等については、超過負担を招かないよう必要な額を確実に確保すること。

2.国民健康保険制度について

(1)新制度に移行するまでの間、国保の安定的かつ持続的運営ができるよう、都道府県と市町村の適切な役割分担のもと国保の広域化を推進す

るとともに、国庫負担割合の引上げなど国保財政基盤の拡充・強化を図り、国の責任と負担において、実効ある措置を講じること。

特に、低所得者層に対する負担軽減策を拡充口強化するとともに、国保財政安定化支援事業については、実態に即した見直しを行うこと。

(2)国保保険料 (税)の収納率による普通調整交付金の減額措置を廃止すること。

(3)各種医療費助成制度等市町村単独事業の実施に伴う療養給付賓負担金及び普通調整交付金の減額措置を廃止すること。

(4)特定健康診査・特定保健指導の実施率等による後期高齢者医療支援金の加算・減算措置を撤廃すること。

(5)度重なる制度改正等により、市町村の事務負担が増加していることから、事務の効率化を図ること。特に、資格を喪失した披保険者の受診に伴う過誤調整
について、被保険者を介さず保険者間において直接処理できるよう措置を講じること。

3.後期高齢者医療制度について

(1)後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、保険料の上昇を抑制する措置を引き続き継続するとともに、国の責任において十分な財政措置を講じるこ
と。

(2)平成24年度保険料改定において保険料増が見込まれる場合、国の責任において十分な財源措置を講じること。

ｎ
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国民健康保険の基盤強化等に関する意見

平成23年 10月 24日

全 国 町 村 会

1.国保財政基盤の強化

保険基盤安定制度等既存の財政基盤強化策を拡充し恒久化した上で、国庫負担の拡充等によりさらなる財政基盤の強化を図り、将来に亘つて持続可能
な制度とすること。

2.財政運営の都道府県単位化

市町村国保を都道府県単位に広域化し、制度運営の責任は都道府県が担うこと。

その際は、受診機会の相違等による保険料水準の格差に十分配慮すること。

3.高齢者医療制度改革

(1)後期高齢者医療制度は定着しており、新たな高齢者医療制度の創設にあたつては、拙速な導入を避け、地方と十分協議を行うこと。

(2)制度運営の責任は都道府県が担うことを明確にした制度とすること。

4.その他

(1)高額療養費制度における自己負担限度額の引き下げや受診時定額負担の導入など市町村国保に影響のある見直しをしようとする際は、保険者である
町村の意見を踏まえるとともに、町村の財政負担及び事務負担が増加しないよう十分配慮すること.

(2)乳幼児や重度障害者への医療費助成(地方単独事業)を行うことに対する国庫負担金及び普通調整交付金の減額算定措置を廃止し、全国統一的な制
度化を図るなど適切な措置を講じること。

(3)特定健診・特定保健指導の実施率等による後期高齢者医療支後金の加算・減算措置を撤廃すること。
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